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訪問看護・介護予防訪問看護 

Ｃ 指定手続等 

〔申請・届出先〕 

事業所の所在地 届 出 先 

東部 松江市 松江市役所 介護保険課 

 〒690-8540 松江市末次町８６ 

  TEL ０８５２－５５－５９３５ 

  FAX ０８５２－５５－６１８６ 

出雲市   奥出雲町

安来市   飯南町 

雲南市   隠岐郡 

島根県高齢者福祉課 

 〒690-8501 松江市殿町１番地 県庁第二分庁舎１階

  TEL ０８５２－２２－５９２８ 

  FAX ０８５２－２２－５２３８ 

西部 浜田市   邑智郡 

益田市   鹿足郡 

大田市 

江津市 

島根県地域福祉課石見指導監査室 

 〒697-0041 浜田市片庭町２５４ 浜田合庁別館３階

  TEL ０８５５－２９－５５６７・５５８０ 

  FAX ０８５５－２９－５５４７ 

※業務管理体制の届出は、別に定めるところによる。 

〔様式掲載場所〕 

◎所定の様式は、島根県高齢者福祉課ホームページ［介護保険（事業者の皆様へ）］に掲載 

http://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/zai/houmon_kango.h

tml 

◎松江市については、松江市介護保険課ホームページ［介護保険施設・事業所等］をご覧くだ

さい。 

 注 意  

・資格証が旧姓である場合などは、各種提出書類の記載内容と、添付してある「資格証の写

し」が一致せず、定められた資格要件に合致しているか確認できませんので、各資格で定

められた氏名等の変更手続きを適正に行ってください。 
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１．指定申請 

◎保険医療機関については、指定があったものとみなされる（みなし指定）ので、指定申請

を要しない。（法第71条・施行規則第127条）＜指定更新申請・変更の届出も不要＞ 

◎新規に指定を受ける場合は、事業開始予定日の１月前までに、指定申請を行うこと。（法第

70条①・施行規則第116条、法第115条の2①・規則第140条の5） 

提出書類 留意事項 

１ 指定(許可)申請書 

（第１号様式） 

２ 付表３  

３ 申請者(開設者)の登記

事項証明書又は条例等 

・介護保険に関する事業を実施する旨の記載のある登記事項証明

書（条例にあっては、公報の写し） 

４ 従業者の勤務体制及び

勤務形態一覧表 

（参考様式１） 

＜次の書類を添付すること＞ 

 ○資格証の写し（資格要件の定めのある者全員） 

 ○職員の採用が分かる書類（雇用契約書等の写し） 

 ○雇用保険被保険者証の写し 

 ○組織図（法人の中での当該事業所の位置づけが分かるもの）

５ 事業所平面図 

（参考様式２） 

・事業所の平面図に各室の用途及び面積を記載すること 

・当該事業の専用部分と他の共用部分を色分けする等により、使

用関係を分かりやすく表示すること 

６ 設備・備品等一覧（参

考様式３） 

・消防法等で義務づけられた設備を含む 

＜次の書類を添付すること＞ 

・事業所の外観及び内部（設備基準で義務づけられた設備・備品

等）が分かる写真 

７ 運営規程 ・居宅サービスと介護予防サービスの指定を併せて申請する場合

は、それぞれのサービスについて記載すること 

８ 利用者からの苦情を処

理するために講ずる措

置の概要（参考様式

４） 

９ 事業所位置図  

10 誓約書 

（参考様式６） 

◎申請書の提出に合わせて、必要に応じ下記の届出を提出すること。 

■介護給付費算定に係る体制等に関する届出（加算届） 

■業務管理体制に係る届出書 …法人ごとの届出なので、既提出の場合は不要 



訪問看護 132 

２．指定更新申請 

◎指定更新の場合は、指定期間満了日の１月前までに、指定更新申請を行うこと。（法第70条

の2①、法第115条の11） 

提出書類 留意事項 

１ 指定(許可)更新申請書

（第10号様式） 

２ 付表３  

３ 従業者の勤務の体制及

び勤務形態一覧表 

（参考様式１） 

＜次の書類を添付すること＞ 

 ○資格証の写し（全員） 

４ 誓約書 

（参考様式６） 
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３．変更届 

◎下表の事項に変更があった場合は、変更日から１０日以内に、変更届を提出すること。（法

第75条①・施行規則第131条、法第115条の５・施行規則第140条の22） 

◎「従業者の職種・員数及び職務の内容」に関する変更については、４月の配置状況を前年度

４月の配置状況と比較し、運営規程上で増減がある場合は、５月末までに届出を行うこと。

また、運営規程上で増減を伴わないが、資格が必要な職員が交代した場合（注）についても、

その他の変更事項として５月末までに届出を行うこと。 

◎下記３又は４を変更する場合は、第２号様式「業務管理体制に係る届出書（届出事項の変更）」

を法人単位で併せて提出すること。 

 変更事項と添付提出書類の一覧表 

           変更届出書の 

添付提出書類 

変更届出書（第３号様式） 

の「変更があった事項」欄 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

付
表
３

勤
務
形
態
一
覧
表

誓
約
書

事
業
所
位
置
図

登
記
事
項
証
明
書
等

事
業
所
平
面
図

運
営
規
程

１ 事業所の名称 ○      ○

２ 事業所の所在地 ○   ○  ○ ○

３ 法人の名称及び主たる事務所の所在地     ○

４ 法人の代表者の職氏名、生年月日及び住所   ○  ○

５ 登記事項証明書・条例等（当該事業に関する
ものに限る。） 

    ○

６ 事業所の建物の構造、専用区画等 ○     ○

７ 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 ○ ○ ○

８ 運営規程 ○ △     ○

９ その他（注の場合や、電話・ＦＡＸ番号等） ○ ○

○印：変更届出書（様式第３号）左欄の変更事項に応じて、添付が必要な書類等 

△印：運営規程の変更内容が、人員・勤務形態に全く影響を及ぼさないものである場合は、 

「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の添付は不要 

提出書類 留意事項 

○ 変更届出書（第３号様式）  

① 付表３  

② 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

（参考様式１） 

※資格が必要な職員について、既提出分の一覧

と異なる場合は、「資格証の写し」を添付のこと

③ 事業所位置図  

④ 登記事項証明書等  

⑤ 事業所平面図（参考様式２） （指定申請と同様） 

⑥ 設備・備品等一覧（参考様式３） （指定申請と同様） 

⑦ 運営規程 ・新旧の変更箇所を明示したもの 

⑧ 誓約書（参考様式６） 
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４．廃止・休止・再開の届出 

◎事業を廃止・休止する場合は、廃止・休止日の１月前までに、廃止・休止の届出を行うこと。

（法第75条②・施行規則第131条④、法第115条の５②・施行規則第140条の22④） 

提出書類 留意事項 

 廃止・休止届出書 

（第４号様式） 

◎指定を受けた法人や開設者（申請者）が変更になる場合は、当該事業所は廃止の扱いとなる

ので、廃止の届出を行うほか、新たに指定申請の手続きを行うこと。 

◎休止した事業を再開する場合は、再開日の１０日以内に、再開の届出を行うこと。（法第75

条①・施行規則第131条③、法第115条の５①・施行規則第140条の22③） 

提出書類 留意事項 

１ 再開届出書 

（第３号の２様式） 

２ 従業者の勤務体制及び

勤務形態一覧表 

（参考様式１） 

＜次の書類を添付すること＞ 

 ○資格証の写し（全員） 

★休止中の事業所は、指定更新ができず、指定期間満了日をもって廃止となるので、注意する

こと。 

５．みなし指定の辞退 

◎保険医療機関が、みなし指定を辞退する場合は、指定を不要とする旨の届出を行うこと。

（法第71条・施行規則第129条、法第115条の11・施行規則第140条の20） 

提出書類 留意事項 

 指定を不要とする旨の届出書（第２号様式）

◎みなし指定を辞退後、方針を変更してサービスを実施する場合は、指定申請が必要とな

る。 

提出書類 留意事項 

１ 指定(許可)申請書（第１号様式）  

２ 付表３  

３ 保険医療機関の指定通知書等 ・保険医療機関であることを確認するもの 
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（参考例） 

組織体制図 

○○株式会社 

代表取締役 ○○ ○○ 

Ａ通所介護事業所 Ｂ訪問介護事業所 Ｃ訪問入浴介護事業所 Ｄ居宅介護支援事業所 Ｅ通所介護事業所 Ｆ福祉用具貸与事業所

管理者 管理者 管理者 管理者 管理者 管理者 

○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ 

生活相談員 サービス提供責任者 看護職員 介護支援専門員 生活相談員 福祉用具専門相談員 

○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ 

○○ ○○ 訪問介護員等 介護職員 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ 

看護職員 ○○ ○○ ○○ ○○ 看護職員 

○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ 

 ◎ ○○ ○○ ○○ ○○  ◎ ○○ ○○ 

(Ｅ通所介護事業所と兼務) ○○ ○○ (Ａ通所介護事業所と兼務)

機能訓練指導員 ○○ ○○ 機能訓練指導員 

○○ ○○ ○○ ○○ 

◎ ○○ ○○   ◎ ○○ ○○ 

(Ｅ通所介護事業所と兼務) (Ａ通所介護事業所と兼務)

介護職員 介護職員 

○○ ○○ ○○ ○○ 

○○ ○○ ○○ ○○ 

○○ ○○ ○○ ○○ 

○○ ○○ ○○ ○○ 

 ◎印：兼務がある者 
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（参考様式２）
平面図

　調理室 　談話室 　相談室

　30㎡ 　20㎡ 　20㎡

玄関ホール

　　機能訓練室　100㎡

　　（食堂兼用）

浴室 70㎡ 　便所

　20㎡

備考　1 　必ずしも本様式によらず、各室の用途及び面積の分かるものであれば、既存の平面図等をもって提出書類として差し支えありません。

2 　各室の用途及び面積を記載してください。

3 　当該事業の専用部分と他との共用部分を色分けする等使用関係を分かり易く表示してください。

事業所・施設の名称

展示コーナー

事務室 30㎡

　診察室 40㎡

　調剤室
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サービス種類　（ ）

事業所名・施設名　（ ）

備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）

チェック欄 設備の種類 設備基準上適合すべき項目

（例）消火設備その他非常災害に際し
て必要な設備

チェック欄 備品の種類 数量品名

備考 1　申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平
面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。
2　「設備の種類」、「備品の種類」及び「設備基準上適合すべき項目」については、予め指定権者が、サービ
ス毎に確認すべき内容を本様式に記載し、申請者が「チェック欄」、「品名」及び「数量」を記入して提出する
形とすることを推奨します。

設備・備品等一覧表

（参考様式３）
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（参考様式４）

事業所又は施設名

申請するサービス種類

備考  上の事項は例示であり、これにかかわらず苦情処理に係る対応方針を具体的に記してください。

措  置  の  概  要

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

１  利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口（連絡先）、担当者の設置

２  円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順

３  苦情があったサービス事業者に対する対応方針等（居宅介護支援事業者の場合記入）

４  その他参考事項
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年 月 日

様

（名称）

　申請者が別紙のいずれにも該当しない者であることを誓約します。

（該当に○）

（参考様式６）

誓　約　書

（代表者の職名・氏名）

島根県知事

申請者    

別紙①：　居宅サービス事業所向け

別紙②：　介護老人福祉施設向け

別紙③：　介護老人保健施設向け

別紙④：　介護医療院向け

別紙⑤：　介護予防サービス事業所向け
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（別紙①：居宅サービス事業所向け）
介護保険法第７０条第２項

一 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。

二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七十四条第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の

条例で定める員数を満たしていないとき。

三 申請者が、第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な居宅サービス事業の運営を

することができないと認められるとき。

四 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わ

り、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな

るまでの者であるとき。

五の三 申請者が、社会保険各法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号）の定めるところにより納付義務を負う

保険料、負担金又は掛金（地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下この号、第七十八条の二第四項第五号の三、第七十九条第二

項第四号の三、第九十四条第三項第五号の三、第百七条第三項第七号、第百十五条の二第二項第五号の三、第百十五条の十二第二項第五

号の三、第百十五条の二十二第二項第四号の三及び第二百三条第二項において「保険料等」という。）について、当該申請をした日の前日まで

に、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた

日以降に納期限の到来した保険料等の全て（当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納

付義務を負う保険料等に限る。第七十八条の二第四項第五号の三、第七十九条第二項第四号の三、第九十四条第三項第五号の三、第百七条

第三項第七号、第百十五条の二第二項第五号の三、第百十五条の十二第二項第五号の三及び第百十五条の二十二第二項第四号の三におい

て同じ。）を引き続き滞納している者であるとき。

六 申請者（特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定（特

定施設入居者生活介護に係る指定を除く。）を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人

である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員（業務を

執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務

を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第五節及び第二百三条第二

項において同じ。）又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人（以下「役員等」という。）であった者で当該取消しの日から起算し

て五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当

該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居

宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅

サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任

の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定める

ものに該当する場合を除く。

六の二 申請者（特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定

（特定施設入居者生活介護に係る指定に限る。）を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が

法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等で

あった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、

当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）であると

き。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実

の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指

定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認

められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

六の三 申請者と密接な関係を有する者（申請者（法人に限る。以下この号において同じ。）の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実

質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの（以下この号において「申請者の親会社

等」という。）、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係

にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業

に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人を

いう。以下この章において同じ。）が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から

起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の

理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況そ

の他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しない

こととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

七 申請者が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通

知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第七十五条第二項の規定による事業の廃止の届出をした者

（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

七の二 申請者が、第七十六条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第七十七条第一項の規定によ

る指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当

該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に第七十五条第二項の規

定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年を経過しないも

のであるとき。

八 第七号に規定する期間内に第七十五条第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以

内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所（当該事

業の廃止について相当の理由があるものを除く。）の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

九 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

十 申請者（特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人で、その役員等のうちに第四号から第六号まで又は第七号から前号ま

でのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

十の二 申請者（特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人で、その役員等のうちに第四号から第五号の三まで、第六号の二又

は第七号から第九号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

十一 申請者（特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第六号まで又は第七号か

ら第九号までのいずれかに該当する者であるとき。

十二 申請者（特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第五号の三まで、第六号

の二又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。
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（別紙⑤：介護予防サービス事業所向け）
介護保険法第１１５条の２第２項

一 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。

二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第百十五条の四第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府

県の条例で定める員数を満たしていないとき。

三 申請者が、第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介

護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護予防サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。

四 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わ

り、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな

るまでの者であるとき。

五の三 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受け

た日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者で

あるとき。

六 申請者（介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定

により指定（介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定を除く。）を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定

を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当

該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である

場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを

含む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった

事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当

該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないことと

することが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

六の二 申請者（介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定

により指定（介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定に限る。）を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定

を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当

該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である

場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを

含む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった

事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当

該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないことと

することが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

六の三 申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日

から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消し

の処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての

取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の

取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

七 申請者が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定によ

る通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届

出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

七の二 申請者が、第百十五条の七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第百十五条の九第一項の

規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知

事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に第百十五条の五

第二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年を

経過しないものであるとき。

八 第七号に規定する期間内に第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十

日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所（当

該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。）の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

九 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

十 申請者（介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人で、その役員等のうちに第四号から第六号まで又は第七号

から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

十の二 申請者（介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人で、その役員等のうちに第四号から第五号の三まで、第六

号の二又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

十一 申請者（介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第六号まで又は

第七号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。

十二 申請者（介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第五号の三ま

で、第六号の二又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。
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５．業務管理体制 

（１）業務管理体制の整備に関する届出について 

◎平成２１年５月１日より、指定取消事案などの不正行為を未然に防止し、利用者の保護と介護事業運営の適正化

を図るため、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。 

◎業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備

に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。 

＜整備基準＞

業務管理体制の整備の内容 
事 業 所 数 

20未満 20以上100未満 100以上 

法令遵守責任者の選任 必要 必要 必要 

業務が法令に適合することを確保するための規定

（法令遵守規程）の整備 
－ 必要 必要 

業務執行の状況の調査 － － 必要 
※ みなし事業所、総合事業の事業所数は除きます。 

※ 同一事業所が、例えば訪問入浴と介護予防訪問入浴の指定を併せて受けている場合、事業所等の数は２と数えます。 

（２）届出書に記載すべき事項 

届出内容 事 業 所 数

20未満 20以上100未満 100以上

事業者の 

・名称又は氏名 

・主たる事務所の所在地 

・代表者の氏名、生年月日、住所、職名 

必要 必要 必要 

「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 必要 必要 必要 

「法令遵守規程」の概要 （注1） － 必要 必要 

「業務執行の状況の監査」の方法の概要（注

2） 

－ － 必要 

（注1）「法令遵守規程」について 

  法令遵守規程には、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェ

ックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標

準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。 

  届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いませ

ん。また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。  

（注2）「業務執行の状況の監査」について 

  事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役（委員会設置会社にあ

っては監査委員会）が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保

険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。 

  なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、

必ずしも全ての事業所に対して、年１回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合

わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。 

  届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわ

かるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。 
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（３）業務管理体制の整備に関する事項の届出先 
区  分 届 出 先 

指定事業所等が複数の都道府県

に所在する事業者 

事業所等が３以上の地方厚生局の管轄区域に

所在する場合 
厚生労働大臣 

事業所等が２以下の地方厚生局の管轄区域に

所在する場合 

主たる事務所が所在する 

都道府県知事 

指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 
中核市の長 

（介護保険担当課） 

地域密着型サービス（地域密着型介護予防サービス含む）のみを行う事業

者で、指定事業所が同一市町村内に所在する事業者 
市町村長 

全ての指定事業所等が同一都道府県内に所在する事業者 都道府県知事 

全ての指定事業者等が同一指定都市内に所在する事業者 指定都市の長 

（４）届出様式及び提出期限 

届出が必要となる事由 様   式 提出期限 

○ 新規に業務管理体制を整備した場合 第１号様式 遅滞なく 

○ 業務管理体制を届け出た後、事業所等の指定や廃止等（事業展開

地域の変更）により、届出先区分の変更が生じた場合（例：市町村

→県、県→厚生労働大臣への変更） 

※ 変更前及び変更後の行政機関の双方へ届け出てください 

第１号様式 遅滞なく 

○ 届出事項に変更があった場合  

※ 次のような場合は、変更の届出は不要です        

 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変

更されない場合 

 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響のない軽

微な変更の場合   

第２号様式 遅滞なく 

（５）島根県が届出先となる場合 

◎届出先が島根県となる場合は、下記へ郵送又は持参してください（松江市内及び石見地区に所在する

事業者も同様）。 

〒690-8501 松江市殿町1番地 島根県健康福祉部高齢者福祉課 介護サービス指導グループ 

電話番号：０８５２－２２－６６９５

（６）ホームページ 
◎新規に業務管理体制の届け出を行った事業者（法人）には、事業者（法人）番号が付番されます。 

◎変更等の届出の際には、以下の島根県ホームページより番号を確認して申請書へ記載してください。 

島根県ホームページ 

トップ＞医療・福祉＞福祉＞高齢者福祉＞介護保険【事業者向け】＞指導・監査＞業務管理体制 

http://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/shidou/gyoumukanritaisei.html
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